
第 号 

住 所 又 は 

所在地（納税地） 

氏 名 又 は 

名 称 殿 令和 年 月 日 

税務署長 □印

代替農地等の取得又は都市営農農地等該当 

に関する承認申請に対する承認（却下）書 

年  月  日付で申請のありました、 

  の承認申請を 

いたします。 

（注）１ 買取りの申出等があった日から１年を経過する日までに、            

                 には、その部分に対する   又は全部の   は、そ

の１年を経過した日から２か月を経過する日に猶予期限が確定します。 

２ 買取りの申出等があった日から１年を経過する日までに、承認を受けた特定農地等の全部又

は一部を譲渡した場合において、その譲渡等があった日から１年を経過する日においてその承

認を受けた譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない

ときは、その部分に対応する 又は全部の は、その１年を経過した日から２か月を

経過する日に猶予期限が確定します。 

（ ）枚のうち（ ）枚目 

  （資 12－35－３－Ａ４統一） 

（通知用） 

承 認 

却 下

この通知に係る処分の理由 

贈与税 
相続税 

買取りの申出等に係る農地等の譲 
特定市街化区域農地等に該当する 

渡等及び代替農地等の取得見込みについての取得価額の見積額等 
こ と と な っ た 農 地 等 の 都 市 営 農 農 地 等 該 当 見 込 み 等 

承認を受けた特定農地等の全部 
都 市 営 農 農 地 等 に 該 当 す る 

若しくは一部が譲渡されない場合 
こ と と な ら な か っ た 場 合 

贈与税 
相続税 

贈与税 
相続税 

贈与税 
相続税 



 

代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認申請に対する承認（却下）書 

 

 

使用目的 

  この承認（却下）書は、「代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認申請書」

が提出された場合において、その申請に対して承認又は却下の通知を行う場合に使用するもの

である。 

 

（通知用） 
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